
訪問看護ステーションの管理者のみなさまへ 

特定行為研修受講のための代替職員経費補助に関するＱ＆Ａ 

 特定行為研修の受講を推進するため、令和元年度から訪問看護ステーションを対象とした代替職員

経費の補助事業を実施しています。 

 

Ｑ１ どのような補助ですか？ 

Ａ１ あなたの訪問看護ステーションの職員が特定行為研修を受講している場合に、代替業務を行う

ために新たに雇用した職員の人件費（図１）や 既存の職員の代替業務従事分の人件費（図２）

を補助するものです。 

 

 

Ｑ２ 新たに雇用した職員と既存の職員の人件費の両方について補助を受けられますか？ 

Ａ２ 研修受講期間内の人件費であれば組み合わせて利用が可能です。（図３）。 

   ただし、補助する人件費は同一期間に重複しないようにしてください。 

 

 

Ｑ３ 「新たに雇用した看護職員」、「既存の職員」の要件はありますか？ 

Ａ３ 看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）であることが条件です。 

   雇用形態（常勤/非常勤/パート）は問いません。また、雇用期間は研修期間を前後していても

構いません。 

 

Ｑ４ 受講者がｅラーニング聴講中の代替業務にかかる人件費は補助対象になりますか？ 

Ａ４ 勤務時間内のｅラーニング聴講であれば、この代替業務にかかる人件費は補助対象になります。 

   ｅラーニング聴講６時間で１日の受講とみなします。 

   別紙様式第２号、別紙様式第３号の「Ａ 受講料及び旅費」の「受講日数計」には、ｅラーニ

ング受講時間を追加して計上してください。 
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例）指定研修機関における研修の受講日数が40日間、eラーニングの総聴講時間が200時間の場合 

 

指定研修機関における研修受講日数          40 日間 

＿ｅラーニング 200（時間）÷6 ＝ 33.33（切捨）⇒ 33日間  

     計（受講日数）                73 日間 

 

Ｑ５ 申請後、補助金交付までの流れを知りたいです。 

Ａ５ 次の流れのようになります。 

                                   

 

       

                        

 

             

 

Ｑ６ 申請の段階では、はっきりした必要経費がわかりません。申請用紙における必要見込額はどの

ように計上すれば良いですか？ 

Ａ６ 申請段階での見込額を計上してください。 

 

Ｑ７ 補助金の申請後に、研修の受講を取りやめた場合はどのようにすれば良いですか？ 

Ａ７ ケースにより手続きが異なりますので、医療人材対策室にご連絡ください。 
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①補助金交付申請の提出 

③実績報告書類の提出 


